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          公共事業の施行に伴う廃土処理及び廃土処理に係る
          農地転用の取扱いについて（通知）

  公共事業の施行に伴う廃土処理等に係る農地転用については、
過去に誤つた法解釈により違反転用となつた事例が見受けられ
ましたが、今回、この取扱いについて、農林水産省構造改善局
長から別添写し（以下「通達」という。）のとおり定められまし
たので、事業の施行に当たつては十分留意するとともに、関係
者に周知徹底してください。
  なお、通達の記の２に基づく協議又は承認の申出については、
別紙様式によるものとしましたので、必ず事前に協議してくだ
さい。
  おつて、市町村が行う事業のうち、この通達の適用を受ける
事業は、農地法（昭和２７年７月１５日法律第２２９号）第４
条第１項ただし書、及び同法第５条第１項ただし書に該当する
場合に限りますので、法の誤解釈等により、結果的に農地の違
反転用等のないよう念のため申し添えます。

別紙様式  公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用の承認申出書
                                                        昭和   年   月   日
鳥取県知事  殿
                                                        公共事業施行者紙名    印
                                                        土地所有者氏名        印

下記によって事業の施行に伴う廃土処理のため農地を恒久転用したいので承認方
申出します。



記載注意
 （１）土地所有者．返還後土地利用者が２人以上である場合には、その部分を別紙で添付する。
 （２）承認を受ける土地が数筆である場合には、その部分を別紙で添付する。
 （３）廃土計画には農地への盛土量について、その高さ等も事業概要として明らかにする。
（添付書類）
 （１）位置図（２）公共事業全体計画図（３）廃土計画図（４）返還後の土地利用計画図


